
 柏福指内 第２７号 

令和元年 ６月４日 

 

 社会福祉施設経営者 様 

 

柏原市健康福祉部福祉指導監査課長 

 

 

社会福祉施設最低基準等（施設調書）等の提出について（依頼） 

 

 

日頃は、本市福祉行政の推進につきまして格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、標記のことにつきまして、社会福祉法等の規定に基づき、調書等を下記のとお 

り柏原市福祉指導監査課あて提出をお願いします。 

 

記 

 

１ 提出書類及び提出方法 

別紙「提出書類チェックリスト（柏原市所管法人以外の法人用）」をご参照くださ

い。 

 

２ 提出期限 令和元年６月２８日（金）必着 

 

３ 通知文書及び関係資料掲載ホームページ 

  柏原市福祉指導監査課ホームページ 

  【令和元年度社会福祉法人現況報告書並びに社会福祉施設最低基準等状況調査書 

（施設調書）等の提出及び公表について】 

http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2019051500023/ 

 

 

 

 

（連絡先） 

柏原市健康福祉部福祉指導監査課 

電 話 ０７２－９７１－５２０２ 

ＦＡＸ ０７２－９７１－１８０１ 

（送付先） 

〒５８２－８５５５  

 柏原市安堂町１－５５ 

 柏原市健康福祉部福祉指導監査課 あて 

 （メールアドレス） 

fukushishido@city.kashiwara.lg.jp 

http://www.city.kashiwara.osaka.jp/docs/2019051500023/

